
坂東市監査委員告示第４号  

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第７項の規

定する監査を、坂東市監査基準（令和２年坂東市監査委員告示第２号）に基

づき執行したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。  

 

   令和６年１１月８日  

 

                  坂東市監査委員  神戸 俊裕  

                      同     林  順藏  



 

 

 

 

令和６年度 

 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

 

 

 

坂 東 市 監 査 委 員 
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令和６年度財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査執行者 

   坂東市代表監査委員  神戸 俊裕 

   坂東市監査委員    林  順藏 

 

第２ 監査の実施日 

   令和６年８月２９日（木） 

 

第３ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第１項及び第７項の規定に基づく監査 

 

第４ 監査の対象団体 

   補助金等交付団体：社会福祉法人坂東市社会福祉協議会 

            （所管課：保健福祉部 社会福祉課） 

 

第５ 監査の範囲 

   令和５年度に交付した補助金等（坂東市社会福祉協議会補助金）

の出納及び関係事務の執行について 

 

第６ 監査の方法 

   あらかじめ社会福祉法人坂東市社会福祉協議会（以下「社会福祉協

議会」という。）及び所管課である保健福祉部社会福祉課から、補助

金等の交付に関する一連の調書、予算決算書その他の関係諸帳簿の

提出を求め審査するとともに、社会福祉協議会及び所管課職員の説

明を聴取し、補助事業が目的達成のために適正に運営されているか、

会計経理事務が適正に執行されているか確認を行った。 
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第７ 監査の概要 

１ 監査対象団体の概要 

（１）設立年月日 

    平成１８年４月１日 

 （２）設立目的 

    坂東市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする

事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、

地域福祉の推進を図ることを目的とする。 

（３）代表者 

    会長 木村 敏文 

 （４）役員 

    理事   １７名 

    常勤役員 理事の内１名 

    評議員  ３０名 

    監事   ２名 

 （５）主な事業内容 

    ア 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

    イ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

    ウ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、

連絡調整及び助成 

    エ その他、この法人の目的達成のため必要な事業 

   

２ 主な事業実績 

    令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の位置づけが感染症法

の５類へ移行されたことを受け、各種行動制限も緩和され、日常を

取り戻す活動が進められてきた。理事会・評議員会は対面開催によ

り適切な運営が図られ、高齢者のスポーツ大会や芸能発表大会で

は、従来通りの規模で盛大に開催された。 

社会福祉協議会員の加入については、例年同様（加入率 95.4％）    
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の協力が得られ、広報活動として社協だよりの定期発行などの情報

発信は計画的かつ合理的に行われた。 

      

収支決算については、別紙に掲載する。 

 

 ３ 補助金等の概要 

（１）補助金等名 

   坂東市社会福祉協議会補助金 

 （２）交付の目的 

  坂東市における社会福祉事業の能率的運営と組織的活動を展開

し、地域住民の福祉の増進を図るため 

（３）根拠 

  坂東市社会福祉法人の助成に関する条例 

（４）令和５年度交付額 

  ５７，３３８，０９８円 

 

第８ 監査の結果 

   職員の説明聴取及び監査資料に基づき諸帳簿を監査した結果、補 

助事業は目的達成のため適正に運営され、事務処理もおおむね適切 

に処理されていると認められた。 

 今回の監査を踏まえ、監査委員として次の意見を述べる。 

 

１ 坂東市社会福祉協議会 

 （１）会計処理 

会計処理については、概ね適正であると認める。引き続き、

円滑な事業運営ともに補助事業の適正な執行に努められたい。 

 

２ 所管課 

 （１）補助金交付事務 
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   補助金交付事務について、適正かつ効率的に執行されている

と認められた。引き続き、社会福祉協議会に対し適正な指導及

び監督をすることを要望する。 



別紙

項　　目 予　算　額 決　算　額 比　較　増　減

1 会 費 収 入 2,932,000 2,270,850 △ 661,150

2 経 常 経 費
補 助 金 収 入

58,401,000 57,338,098 △ 1,062,902

3 雑 収 入 750,000 700,570 △ 49,430

4 受 取 利 息
配 分 金 収 入

20,000 269 △ 19,731

5 受入研修費収入 20,000 24,000 4,000

6 サービ ス区 分間
繰 入 金 収 入

12,987,000 12,841,391 △ 145,609

75,110,000 73,175,178 △ 1,934,822

項　目 予　算　額 決　算　額 比　較　増　減

1 人 件 費 支 出 62,863,000 61,923,698 △ 939,302

2 事 業 費 支 出 452,000 445,538 △ 6,462

3 事 務 費 支 出 7,584,000 7,252,702 △ 331,298

4 負 担 金 支 出 28,000 22,000 △ 6,000

5 区分間繰入金支出 4,183,000 3,531,240 △ 651,760

75,110,000 73,175,178 △ 1,934,822

収　入

合　計

支　出

合　計

令和５年度坂東市社会福祉協議会　法人運営事業　収支決算


